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令和２年９月 24 日 

都 市 交 通 委 員 会 

交 通 局 

報 告 

 

 

報告Ⅳ「（仮称）神戸市バス・山陽バス共通乗車ポイントサービスの概要について」 

 

１．概要 

・市バスの乗車方法の見直し（２タッチ化）にあわせ、ICカード（ICOCA（予定））を

利用したポイントサービスを導入 

 ・ポイントサービスの導入により、現金及び磁気カードから IC カードへの転換を促

進（廃止する磁気カードの代替サービスとなる） 

 ・市バス、山陽バスのどちらのバスに乗車しても、共通のポイントとしてご利用可能

なサービスとする（単独・共同の各路線とも） 

 

２．ポイントサービスの詳細 

事前登録をした IC カードを使用して市バス及び山陽バスに乗車する乗客に、１か月

の乗車実績に応じたポイントを付与する 

 １）利用登録 

   郵送又は専用 Webページより登録（カード番号、氏名 等） 

 ２）ポイント付与 

３）ポイント利用 

   1ポイント 1円相当として、降車時に保有ポイントが乗車料金を上回っている場

合、自動的にポイントを充当 

４）ポイント有効期限 

   付与後 1年間（12か月後の月末に失効） 

  

３．スケジュール 

  令和３年３月 利用登録開始 

      ４月 ポイントサービスシステム稼働（ポイント積算開始） 

      ５月 ポイント付与・利用開始 

 付与方法 
（参考）磁気カード 

（利用可能額） 

普

通 

2,100円/月未満   5％ 

2,100円/月以上  10％ 

1,000円（1,100円）※プレミア 10％ 

2,000円（2,200円）※プレミア 10％ 

昼

間 

降車時刻が 9:30～16:00 

2,100円/月未満 15％ 

2,100円/月以上 30％ 

市バス昼間専用カード 

1,000円（1,300円）※プレミア 30％ 

2,000円（2,600円）※プレミア 30％ 


